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権
限
法
と
自
治
体
訴
訟
の
遂
行

（
３
）
権
限
法
と
第
１
号
法
定
受
託
事
務

①
第
１
号
法
定
受
託
事
務
の
意
義

こ
こ
で
、
権
限
法
と
の
関
係
が
深
い
第
１
号
法
定

受
託
事
務
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
、
そ
の
前
に
、
自
治
体
の
事
務
に
つ
い
て

確
認
し
ま
す
。
自
治
体
の
事
務
は
、
①
地
域
に
お
け

る
事
務
と
②
そ
の
他
の
事
務
で
法
律
又
は
こ
れ
に
基

づ
く
政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に

よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
（
自
治
法
第
２
条
第
２
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
法
人
と
す
る
。

２　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
に
お
け
る
事

務
及
び
そ
の
他
の
事
務
で
法
律
又
は
こ
れ
に
基

づ
く
政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
も

の
を
処
理
す
る
。

３
〜
17　

略

こ
の
う
ち
、「
地
域
に
お
け
る
事
務
」
と
は
、
自

治
事
務
（
法
定
自
治
事
務
と
法
定
外
自
治
事
務
）
と

法
定
受
託
事
務
に
分
か
れ
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
条　

１
〜
７　

略

８　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
治
事
務
」
と
は
、

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
事
務
の
う
ち
、
法

定
受
託
事
務
以
外
の
も
の
を
い
う
。

９
〜
17　

略

法
定
受
託
事
務
に
は
、
第
１
号
法
定
受
託
事
務
及

び
第
２
号
法
定
受
託
事
務
が
あ
り
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
条　

１
〜
８　

略

９　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
定
受
託
事
務
」
と
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は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
い
う
。

（
１
）
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り

都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
う
ち
、
国
が
本
来

果
た
す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、

国
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
に
定
め
る
も
の
（
以

下
「
第
１
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。）

（
２
）
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り

市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
事
務
の
う
ち
、
都
道
府
県
が
本
来
果
た

す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
都
道

府
県
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確

保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
律
又
は

こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
に
定
め
る
も
の

（
以
下
「
第
２
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。）

10
〜
17　

略

こ
の
う
ち
、
第
１
号
法
定
受
託
事
務
と
は
、「
国

が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、

国
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
」
事
務
で
す
。

な
お
、
同
じ
く
法
令
に
基
づ
く
事
務
で
あ
る
法
定

自
治
事
務
と
第
１
号
法
定
受
託
事
務
と
の
違
い
で
す

が
、
い
ず
れ
も
事
務
の
帰
属
主
体
が
自
治
体
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
定
自

治
事
務
の
場
合
、
法
定
受
託
事
務
と
は
そ
の
性
格
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
国
の
配

慮
義
務
（
自
治
法
第
２
条
第
13
項
）
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
条　

１
〜
12　

略

13　

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
地
方

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
が

自
治
事
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、

地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
当
該

事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
特
に
配

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14
〜
17　

略

さ
ら
に
、
両
者
に
お
い
て
は
、
国
の
自
治
体
に
対

す
る
関
与
の
手
法
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
法
定
自
治
事
務
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
の
自
主

的
判
断
を
よ
り
尊
重
す
る
趣
旨
か
ら
、
国
の
関
与
が

助
言
・
勧
告
、
資
料
提
出
の
要
求
（
自
治
法
第
２
４
５

条
の
４
）
な
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
法
定
受

託
事
務
に
つ
い
て
は
、
国
に
と
っ
て
適
正
な
処
理
を

確
保
す
る
必
要
性
が
高
い
た
め
に
、こ
れ
ら
に
加
え
、

是
正
の
指
示（
同
法
第
２
４
５
条
の
７
）、代
執
行（
同

法
第
２
４
５
条
の
８
）
な
ど
、
よ
り
強
力
な
国
の
関

与
の
仕
組
み
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
自
治
体
の
事
務
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す

（
図
表
３
）。

な
お
、
自
治

体
の
事
務
に

は
、「
地
域
に

お
け
る
事
務
」

で
は
な
い
の
で

す
が
、「
そ
の

他
の
事
務
で
法

律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
に

よ
り
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
る

も
の
」
と
い
っ

た
極
め
て
例
外

的
な
事
務
も
あ

り
ま
す
。
例
え

ば
、
次
の
よ
う

な
事
務
で
す
。

【
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
】

（
北
方
地
域
の
村
の
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
）

第
11
条　

当
分
の
間
、
北
方
地
域
（
歯
舞
群
島
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
本

籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
の
戸
籍
事
務
は
、
他

の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
務
大
臣
が

図表３　自治体の事務（自治法第２条）

地域における事務

自治事務 法定自治事務（事務の根拠が法律にある事務）
法定外自治事務（事務の根拠が法律にない事務）

第 号法定受託事務第 号法定受託事務
号法定受託事務第 号法定受託事務

（法定受託事務以外の事務）

法定受託事務

その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの
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12
条
の
２
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
12
条
の
３

第
７
項
、
第
12
条
の
５
第
９
項･･･

第
23
条
の

３
並
び
に
第
23
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
１

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

別
表
第
１　

第
１
号
法
定
受
託
事
務（
第
２
条
関
係
）

※
別
表
抜
粋

次
に
生
活
保
護
法
の
事
務
に
つ
い
て
で
す
。

【
生
活
保
護
法
】

（
事
務
の
区
分
）

第
84
条
の
５　

別
表
第
３
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方

公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
は
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
9
項
第
１
号
に

規
定
す
る
第
１
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
又
は
町
の
長
の
う
ち

か
ら
指
名
し
た
者
が
管
掌
す
る
。

２　

当
分
の
間
、
北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42
年
法

律
第
81
号
）
第
9
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
及
び
同
法
第
３
章
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票

に
関
す
る
事
務
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
北
方
領

土
隣
接
地
域
の
市
又
は
町
の
長
の
う
ち
か
ら
指

名
し
た
者
が
管
理
す
る
。

３　

前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、当
分
の
間
、

北
方
地
域
の
村
の
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
他
の
法
令
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
海
道
知
事
が
北
方
領
土

隣
接
地
域
の
市
又
は
町
の
長
の
う
ち
か
ら
指
名

し
た
者
が
行
う
。

４　

前
３
項
の
事
務
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

②
第
１
号
法
定
受
託
事
務
の
確
認
方
法

自
治
体
の
事
務
が
、
第
１
号
法
定
受
託
事
務
で
あ

る
か
否
か
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
認
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
個
別
の
法
律
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
一
覧
性
を
確
保
す
る
た
め
に
地
方
自

治
法
の
別
表
第
１
で
も
確
認
で
き
ま
す（

（（
（

。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
条　

１
〜
９　

略

10　

こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
に
定
め
る
法
定
受
託

事
務
は
第
１
号
法
定
受
託
事
務
に
あ
つ
て
は
別

表
第
１
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
、
第
２
号
法
定
受
託
事
務

に
あ
つ
て
は
別
表
第
２
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

で
あ
り
、
政
令
に
定
め
る
法
定
受
託
事
務
は
こ

の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

11
〜
17　

略

別
表
第
１
の
掲
載
順
は
法
律
の
制
定
年
の
古
い
順

で
、
同
じ
年
で
あ
れ
ば
法
律
番
号
の
順
番
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
廃
棄
物
処
理
法
の
よ
う
に

一
つ
の
法
律
の
中
に
法
定
自
治
事
務
（
一
般
廃
棄
物

に
係
る
事
務
）
と
法
定
受
託
事
務
（
産
業
廃
棄
物
に

係
る
事
務
）
が
同
じ
分
量
で
混
在
す
る
も
の
も
あ
る

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
、
廃
棄
物
処
理
法
、
生
活
保
護
法
、
戸
籍

法
の
事
務
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
廃
棄
物
処
理
法
の
事
務
に
つ
い
て
で
す
。

【
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
】

（
事
務
の
区
分
）

第
24
条
の
４　

第
12
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第

法
律

事
務

廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
45
年
法
律
第

１
３
７
号
）

第
12
条
第
３
項
及
び
第
4
項
、
第
12

条
の
２
第
3
項
及
び
第
４
項
、
第
12

条
の
３
第
７
項
、
第
12
条
の
５
第
９

項･･･

第
23
条
の
３
並
び
に
第
23
条
の

４
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
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【
地
方
自
治
法
】

別
表
第
１　

第
１
号
法
定
受
託
事
務（
第
２
条
関
係
）

※
別
表
抜
粋

最
後
に
戸
籍
法
の
事
務
に
つ
い
て
で
す
。

【
戸
籍
法
】

第
１
条　

戸
籍
に
関
す
る
事
務
は
、
こ
の
法
律
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
市
町
村
長

が
こ
れ
を
管
掌
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、地
方
自
治
法（
昭

和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
条
第
９
項
第
１
号

に
規
定
す
る
第
１
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

【
地
方
自
治
法
】

別
表
第
１　

第
１
号
法
定
受
託
事
務（
第
２
条
関
係
）

※
別
表
抜
粋審

査
請
求
と
自
治
体

（
１
）
審
査
請
求
先
（
原
則
）
と
教
示
義
務

審
査
請
求
は
、
法
律
（
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
つ

い
て
は
、
条
例
）
に
特
別
の
定
め
が
な
け
れ
ば
、
処

分
庁
に
対
し
て
行
い
ま
す
（
行
審
法
第
４
条
）。

【
行
政
不
服
審
査
法
】

（
審
査
請
求
を
す
べ
き
行
政
庁
）

第
４
条　

審
査
請
求
は
、
法
律
（
条
例
に
基
づ
く

処
分
に
つ
い
て
は
、
条
例
）
に
特
別
の
定
め
が

あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行

政
庁
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
処
分
庁
等
（
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以

下
「
処
分
庁
」
と
い
う
。）
又
は
不
作
為
に

係
る
行
政
庁（
以
下「
不
作
為
庁
」と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
上
級
行
政
庁
が

な
い
場
合
又
は
処
分
庁
等
が
主
任
の
大
臣
若

し
く
は
宮
内
庁
長
官
若
し
く
は
内
閣
府
設
置

法
（
平
成
1
１
年
法
律
第
89
号
）
第
49
条
第

１
項
若
し
く
は
第
２
項
若
し
く
は
国
家
行
政

組
織
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
１
２
０
号
）
第

３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
庁
の
長
で
あ
る
場

合　

当
該
処
分
庁
等

（
２
）
宮
内
庁
長
官
又
は
内
閣
府
設
置
法
第
49

条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
若
し
く
は
国
家

行
政
組
織
法
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
庁

の
長
が
処
分
庁
等
の
上
級
行
政
庁
で
あ
る
場

合　

宮
内
庁
長
官
又
は
当
該
庁
の
長

（
３
）
主
任
の
大
臣
が
処
分
庁
等
の
上
級
行
政

庁
で
あ
る
場
合
（
前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。）　

当
該
主
任
の
大
臣

（
４
）
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

当
該
処
分
庁
等
の
最
上
級
行
政
庁

行
政
庁
は
、
処
分
を
行
う
場
合
、
行
審
法
第
82
条

及
び
行
政
事
件
訴
訟
法
第
46
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
処
分
の
相
手
方
に
対
し
、
法
定
事
項
に
つ
い

て
教
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
行
政
不
服
審
査
法
】

（
不
服
申
立
て
を
す
べ
き
行
政
庁
等
の
教
示
）

第
82
条　

行
政
庁
は
、
審
査
請
求
若
し
く
は
再
調

査
の
請
求
又
は
他
の
法
令
に
基
づ
く
不
服
申
立

法
律

事
務

生
活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法
律
第
１
４
４

号
）

１　

都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務

所
を
設
置
す
る
町
村
が
第
19
条
第

１
項
か
ら
第
５
項
ま
で･･･

、
第
80

条
並
び
に
第
81
条
の
規
定
に
よ
り

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
２　

都
道
府
県
が
第
23
条
第
１
項
及

び
第
２
項･･･
の
規
定
に
よ
り
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

３　

市
町
村
が
第
29
条
第
２
項･･･

の

規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務

４　

福
祉
事
務
所
を
設
置
し
な
い
町

村
が
第
19
条
第
６
項
及
び
第
７
項
、

第
24
条
第
10
項
並
び
に
第
25
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

法
律

事
務

戸
籍
法
（
昭
和
22
年

法
律
第
２
２
４
号
）
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務

3
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（
１
）
当
該
訴
訟
の
被
告
と
す
べ
き
者

（
２
）
当
該
訴
訟
の
出
訴
期
間

（
２
）
法
定
受
託
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

し
か
し
、「
審
査
請
求
は
処
分
庁
に
に
対
し
て
行

う
」
と
い
う
行
審
法
第
４
条
に
定
め
る
原
則
の
例
外

は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
審
査
請
求
先
を
被
処
分
者

に
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
行
審
法

第
82
条
で
求
め
ら
れ
る
教
示
義
務
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
行
審
法
第
４
条
に
定

め
る
例
外
に
つ
い
て
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
く
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
審
査
請
求
先

の
例
外
を
以
下
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
法
定
受
託
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

【
１
】
―
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
１
項

ア　

基
本

ま
ず
、
法
定
受
託
事
務
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い

て
の
例
外
で
す
。
法
定
受
託
事
務
に
係
る
審
査
請
求

は
、
当
該
法
定
受
託
事
務
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
判

断
の
全
国
的
統
一
性
の
確
保
、
事
務
の
適
正
処
理
の
確

保
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
①
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府

県
の
執
行
機
関
の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
当
該
処
分
に

係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律
（
政
令
）
を
所
管
す
る

大
臣
に
対
す
る
審
査
請
求
、
②
市
町
村
長
そ
の
他
の

市
町
村
の
執
行
機
関
（
教
育
委
員
会
及
び
選
挙
管
理

委
員
会
を
除
く
）
の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県

て
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
不
服
申
立
て
」

と
総
称
す
る
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分

を
す
る
場
合
に
は
、
処
分
の
相
手
方
に
対
し
、

当
該
処
分
に
つ
き
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
並
び
に
不
服
申
立
て
を
す
べ
き
行
政

庁
及
び
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
処
分
を
口
頭
で
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

行
政
庁
は
、
利
害
関
係
人
か
ら
、
当
該
処
分

が
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分
で

あ
る
か
ど
う
か
並
び
に
当
該
処
分
が
不
服
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
不
服
申
立
て
を
す
べ
き
行
政
庁
及
び
不

服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
に
つ
き

教
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
教

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
教
示
を
求
め
た
者

が
書
面
に
よ
る
教
示
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該

教
示
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
行
政
事
件
訴
訟
法
】

（
取
消
訴
訟
等
の
提
起
に
関
す
る
事
項
の
教
示
）

第
46
条　

行
政
庁
は
、
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
処
分
又
は
裁
決
を
す
る
場
合
に

は
、
当
該
処
分
又
は
裁
決
の
相
手
方
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
口
頭
で
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
１
）
当
該
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
取
消
訴
訟

の
被
告
と
す
べ
き
者

（
２
）
当
該
処
分
又
は
裁
決
に
係
る
取
消
訴
訟

の
出
訴
期
間

（
３
）
法
律
に
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２　

行
政
庁
は
、
法
律
に
処
分
に
つ
い
て
の
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
に
対
し
て
の
み
取
消
訴
訟

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
を
す
る
と
き
は
、

当
該
処
分
の
相
手
方
に
対
し
、
法
律
に
そ
の
定

め
が
あ
る
旨
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
口
頭
で
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

行
政
庁
は
、
当
事
者
間
の
法
律
関
係
を
確
認

し
又
は
形
成
す
る
処
分
又
は
裁
決
に
関
す
る
訴

訟
で
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
律
関
係
の
当

事
者
の
一
方
を
被
告
と
す
る
も
の
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
処
分
又
は
裁
決
を
す
る
場
合
に

は
、
当
該
処
分
又
は
裁
決
の
相
手
方
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
で
教
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
口
頭
で
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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知
事
に
対
す
る
審
査
請
求
、
③
市
町
村
の
教
育
委
員

会
の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に

対
す
る
審
査
請
求
、
④
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
対
す
る
審
査
請
求
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
１
項
）。
た
だ
し
、
不

作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
他
の
法
律
に
特
別

の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
に
代
え
て
、
当
該
不
作
為
に
係
る
執
行
機
関

に
対
し
て
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
同
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
５
５
条
の
２　

法
定
受
託
事
務
に
係
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
処
分
及
び
そ
の
不
作
為
に
つ
い

て
の
審
査
請
求
は
、
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
定
め

る
者
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、

他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く

ほ
か
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
代
え
て
、
当

該
不
作
為
に
係
る
執
行
機
関
に
対
し
て
す
る
こ

と
も
で
き
る
。

（
１
）
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の

執
行
機
関
の
処
分　

当
該
処
分
に
係
る
事
務

を
規
定
す
る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

を
所
管
す
る
各
大
臣

（
２
）
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機

関
（
教
育
委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
を

除
く
。）
の
処
分　

都
道
府
県
知
事

（
３
）
市
町
村
教
育
委
員
会
の
処
分　

都
道
府

県
教
育
委
員
会

（
４
）
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
処
分　

都

道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会

こ
こ
で
は
、
児
童
手
当
法
に
基
づ
く
市
町
村
長
の

支
給
拒
否
処
分
を
例
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
児
童
手

当
法
に
基
づ
く
児
童
手
当
の
支
給
事
務
（
同
法
第
８

条
）
は
第
１
号
法
定
受
託
事
務
で
す
（
同
法
第
29
条

の
２
）。

【
児
童
手
当
法
】

（
支
給
及
び
支
払
）

第
８
条　

市
町
村
長
は
、
前
条
の
認
定
を
し
た
一

般
受
給
資
格
者
及
び
施
設
等
受
給
資
格
者
（
以

下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
児

童
手
当
を
支
給
す
る
。

【
児
童
手
当
法
】

（
事
務
の
区
分
）

第
29
条
の
２　

こ
の
法
律
（
第
20
条
か
ら
第
22
条

の
２
ま
で
及
び
第
29
条
を
除
く
。）
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
（
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
第
１
項
及

び
第
14
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又

は
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
を
含
む
。）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年

法
律
第
67
号
）
第
２
条
第
９
項
第
１
号
に
規
定

す
る
第
１
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
児
童
手
当
法
に
基
づ
く
市
町
村
長
の

支
給
拒
否
処
分
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
知
事
に
対
し

て
審
査
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
図
表
４
）。

イ　
「
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
」

自
治
法
第
２
５
５

条
の
２
第
１
項
に
い

う
「
他
の
法
律
に
特

別
の
定
め
が
あ
る
場

合
」
の
例
と
し
て
、

戸
籍
法
第
１
２
２
条

及
び
第
１
２
４
条
に

定
め
が
あ
り
ま
す
。

図表４　都道府県知事に対する審査請求の流れ

知事
③審査請求

①支給申請
住民 市長

②支給拒否処分
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【
地
方
自
治
法
】

（
是
正
の
要
求
等
の
特
則
）

第
２
５
２
条
の
17
の
４　

１
〜
３　

略

４　

第
２
５
２
条
の
17
の
２
第
１
項
の
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
法
定
受
託
事
務
に
係
る

市
町
村
長
の
処
分
に
つ
い
て
の
第
２
５
５
条
の
２

第
１
項
の
審
査
請
求
の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
者

は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
所
管
す
る
各
大
臣

に
対
し
て
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
〜
７　

略

こ
こ
で
は
、
旅
券
法
（
第
１
号
法
定
受
託
事
務
）

に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
の
一
般
旅
券
の
交
付
事
務
の

権
限
が
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
制
度
に
よ
り
市
町
村

に
移
譲
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

当
該
権
限
の
移
譲
を
受
け
た
市
の
市
長
が
不
交
付
処

分
を
し
た
と
き
に
は
、
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２

第
１
項
第
２
号
）。
さ
ら
に
、
知
事
が
し
た
審
査
請
求

の
裁
決
に
不
服
の
場
合
に
は
、
旅
券
法
の
所
管
大
臣

で
あ
る
国
土
交
通
大
臣
に
再
審
査
請
求
が
で
き
ま
す

（
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
４
第
４
項（
図
表
５
））。

な
お
、
再
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審

査
法
に
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ
り
ま
す
。

【
戸
籍
法
】

第
１
２
２
条　

戸
籍
事
件
（
第
１
２
４
条
に
規
定

す
る
請
求
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、

市
町
村
長
の
処
分
を
不
当
と
す
る
者
は
、
家
庭

裁
判
所
に
不
服
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
戸
籍
法
】

第
１
２
４
条　

第
10
条
第
１
項
又
は
第
10
条
の
２

第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
12
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
48
条
第
２
項
、
第
１
２
０
条
第
１
項
、

第
１
２
０
条
の
２
第
１
項
、
第
１
２
０
条
の
３

第
１
項
及
び
第
１
２
０
条
の
6
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
す
る
請
求
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
行
う

処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
不
服
が
あ
る
者
は
、

管
轄
法
務
局
長
等
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

②
法
定
受
託
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

【
2
】
―
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
４
第
４
項

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
制
度
に
よ
り
、
都
道
府
県

は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部

を
市
町
村
に
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
自
治

法
第
２
５
２
条
の
17
の
２
第
１
項
）。
こ
の
制
度
の

対
象
と
な
る
の
は
、
自
治
事
務
に
限
り
ま
せ
ん
。
法

定
受
託
事
務
も
含
ま
れ
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

（
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
）

第
２
５
２
条
の
17
の
２　

都
道
府
県
は
、
都
道
府

県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
事
務
は
、
当
該
市
町
村
の
長
が
管
理

し
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２
〜
４　

略

こ
う
し
て
本
来
的
に
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属

す
る
法
定
受
託
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
市
町
村
長

の
処
分
に
つ
い
て
不
服
の
あ
る
者
は
、
当
該
都
道
府

県
知
事
に
対
す
る
審
査
請
求
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
（
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
１
項
）。

こ
の
審
査
請
求
の
裁
決
に
対
し
て
不
服
の
あ
る
者

は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律
又
は

こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
て
再

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
自
治
法
第

２
５
２
条
の
17
の
４
第
４
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
事

務
の
移
譲
が
な
さ
れ
る
前
の
都
道
府
県
知
事
が
処
分

を
し
た
際
に
お
け
る
所
管
大
臣
の
判
断
を
求
め
る
機

会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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【
行
政
不
服
審
査
法
】

（
再
審
査
請
求
）

第
６
条　

行
政
庁
の
処
分
に
つ
き
法
律
に
再
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
再
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

再
審
査
請
求
は
、
原
裁
決
（
再
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
の
裁
決
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
当
該

処
分
（
以
下
「
原
裁
決
等
」
と
い
う
。）
を
対

象
と
し
て
、
前
項
の
法
律
に
定
め
る
行
政
庁
に

対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

【
行
政
不
服
審
査
法
】

（
再
審
査
請
求
期
間
）

第
62
条　

再
審
査
請
求
は
、
原
裁
決
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
を

経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２　

再
審
査
請
求
は
、
原
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

③
法
定
受
託
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

【
３
】
ー
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
２
項

ア　

基
本

法
定
受
託
事
務
で
あ
っ
て
も
、
本
来
的
に
権
限
を

有
す
る
行
政
庁
が
、
下
級
行
政
庁
に
対
し
、
そ
の
権

限
を
委
任（

（（
（

（
自
治
法
第
１
５
３
条
第
２
項
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
地
方
自
治
法
】

第
１
５
３
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
そ
の
補
助
機

関
で
あ
る
職
員
に
委
任
し
、
又
は
こ
れ
に
臨
時

に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
権
限
に

属
す
る
事
務
の
一
部
を
そ
の
管
理
に
属
す
る
行

政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
受
任
庁
の
し
た
処
分
に
つ
い
て

権
限
を
委
任
し
た
行
政
庁
に
対
し
て
審
査
請
求
で
き

る
の
は
当
然
で
す
が
（
行
審
法
第
４
条
第
４
号
）、

さ
ら
に
、
こ
の
裁
決
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
委
任
を
し
た
行
政
庁
が
自
ら
処
分
を
し
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
処
分
に
係
る
審
査
請
求
を
す
べ

き
者
に
対
し
て
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
２
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

第
２
５
５
条
の
２　

１　

略

２　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機

関
が
法
定
受
託
事
務
に
係
る
処
分
を
す
る
権
限

を
当
該
執
行
機
関
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員
若

し
く
は
当
該
執
行
機
関
の
管
理
に
属
す
る
機
関

の
職
員
又
は
当
該
執
行
機
関
の
管
理
に
属
す
る

行
政
機
関
の
長
に
委
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、

委
任
を
受
け
た
職
員
又
は
行
政
機
関
の
長
が
そ

図表５　国土交通大臣に対する再審査請求の流れ

知事
国土交通大臣

③審査請求
④再審査請求 条例による事務処理制度の特例

①交付申請
住民 市長

②交付拒否
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の
5
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
第
66
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
長
が
就
労
自
立
給
付
金
又
は

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事

務
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
管
理
に
属
す
る
行

政
庁
に
委
任
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
務
に

関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
都
道

府
県
知
事
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

【
生
活
保
護
法
】

（
実
施
機
関
）

第
19
条　

都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
社
会
福
祉

法
（
昭
和
26
年
法
律
第
45
号
）
に
規
定
す
る
福

祉
に
関
す
る
事
務
所
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
」

と
い
う
。）
を
管
理
す
る
町
村
長
は
、
次
に
掲

げ
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
保
護
を
決
定
し
、
か
つ
、
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
そ
の
管
理
に
属
す
る
福
祉
事
務
所
の
所

管
区
域
内
に
居
住
地
を
有
す
る
要
保
護
者

（
２
）
居
住
地
が
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な

い
要
保
護
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
管
理
に
属
す

る
福
祉
事
務
所
の
所
管
区
域
内
に
現
在
地
を

有
す
る
も
の

２
・
３　

略

４　

前
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
を
行
う
べ
き
者

（
以
下
「
保
護
の
実
施
機
関
」
と
い
う
。）
は
、

の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に
係
る
審
査
請

求
に
つ
き
、
当
該
委
任
を
し
た
執
行
機
関
が
裁

決
を
し
た
と
き
は
、
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
裁
決
に
不
服

が
あ
る
者
は
、
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
再
審
査
請

求
は
、
当
該
委
任
を
し
た
執
行
機
関
が
自
ら
当

該
処
分
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
処
分
に
係
る
審
査
請
求
を
す
べ
き
者
に
対
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

児
童
手
当
法
に
基

づ
く
給
付
の
事
務

（
第
１
号
法
定
受
託

事
務
）
に
つ
い
て
の

権
限
を
市
長
が
区
長

に
委
任
し
た
場
合
を

例
に
確
認
し
ま
し
ょ

う
。こ

の
場
合
、
次
の

よ
う
に
、
児
童
手
当

法
に
基
づ
く
区
長
の

支
給
拒
否
処
分
に
不

服
が
あ
る
と
し
て
、

市
長
に
対
し
審
査
請

求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
行
審
法
第
４

条
第
４
号
）。
こ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
対

し
不
服
が
あ
れ
ば
、
権
限
の
委
任
が
な
け
れ
ば
、
審

査
請
求
で
き
た
知
事
に
対
し
て
再
審
査
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
２
項

（
図
表
６
））。
こ
れ
に
よ
り
、
権
限
の
委
任
が
な
さ

れ
る
前
の
市
長
が
処
分
を
し
た
際
に
お
け
る
都
道
府

県
知
事
に
判
断
を
求
め
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

イ　
「
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
」

地
方
自
治
法
第
２
５
５
条
の
２
第
２
項
に
い
う

「
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
」
の
例
と

し
て
生
活
保
護
法
の
第
64
条
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

第
19
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
保
護
の

決
定
及
び
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁
に
委
任
し
た
場
合
に
お

け
る
当
該
事
務
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

【
生
活
保
護
法
】

（
審
査
庁
）

第
64
条　

第
19
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

長
が
保
護
の
決
定
及
び
実
施
に
関
す
る
事
務
の

全
部
又
は
一
部
を
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁

に
委
任
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
務
に
関
す

る
処
分
並
び
に
第
55
条
の
４
第
２
項
（
第
55
条

図表６　都道府県知事に対する再審査請求の流れ

知事 市長
④再審査請求 ③審査請求

権限の委任
①支給申請

住民 区長
②支給拒否処分
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保
護
の
決
定
及
び
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部

又
は
一
部
を
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
庁
に

限
り
、
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
〜
７　

略

例
え
ば
、市
長
の
生
活
保
護
法
に
定
め
る
権
限
が
、

同
法
第
19
条
第
４
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
福
祉

事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
福

祉
事
務
所
長
の
し
た
保
護
拒
否
処
分
に
対
し
て
不
服

が
あ
る
場
合
、
知
事

に
対
し
て
審
査
請
求

す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
図
表
７
）。
こ

れ
に
よ
り
、
権
限
の

委
任
が
な
さ
れ
る
前

の
市
長
が
処
分
を
し

た
際
に
お
け
る
都
道

府
県
知
事
に
判
断
を

求
め
る
機
会
が
保
障

さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

④
法
定
受
託
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

【
４
】
ー
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
第
５
項

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
制
度
に
よ
り
、
市
町
村
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
法
定
受
託
事

務
に
係
る
処
分
を
す
る
権
限
を
そ
の
補
助
機
関
で
あ

る
職
員
又
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
機
関
の
長
に

委
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
委
任
を
受
け
た
職
員
ま

た
は
行
政
機
関
の
長
が
そ
の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た

処
分
に
つ
き
、
第
２
５
５
条
の
２
第
２
項
の
再
審
査

請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
裁
決
に
不
服

が
あ
る
者
は
、
再
々
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
々
審
査
請
求
は
、
当
該

処
分
に
係
る
再
審
査
請
求
も
し
く
は
審
査
請
求
の
裁

決
ま
た
は
当
該
処
分
を
対
象
と
し
て
、
当
該
処
分
に

係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政

令
を
所
管
す
る
各
大
臣
に
対
し
て
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
（
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
４
第
５
項
）。

【
地
方
自
治
法
】

（
是
正
の
要
求
等
の
特
則
）

第
２
５
２
条
の
17
の
４　

１
〜
４　

略

５　

市
町
村
長
が
第
２
５
２
条
の
17
の
２
第
１
項

の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
法
定
受
託

事
務
に
係
る
処
分
を
す
る
権
限
を
そ
の
補
助
機

関
で
あ
る
職
員
又
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政

機
関
の
長
に
委
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
委
任

を
受
け
た
職
員
又
は
行
政
機
関
の
長
が
そ
の
委

任
に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に
つ
き
、
第
２
５
５

条
の
２
第
２
項
の
再
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
裁
決
に
不
服
が
あ
る
者
は
、

再
々
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
再
々
審
査
請
求
は
、
当
該
処

分
に
係
る
再
審
査
請
求
若
し
く
は
審
査
請
求
の

裁
決
又
は
当
該
処
分
を
対
象
と
し
て
、
当
該
処

分
に
係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
を
所
管
す
る
各
大
臣
に
対
し
て
す

る
も
の
と
す
る
。

６　

前
項
の
再
々
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政

不
服
審
査
法
第
4
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。

７　

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法

の
規
定
に
基
づ
く
処
分
及
び
そ
の
不
作
為
に
つ

い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
２
条
及
び
第
３

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

旅
券
法
（
第
１
号
法
定
受
託
事
務
）
に
基
づ
く
一

般
旅
券
の
交
付
に
係
る
事
務
が
、
条
例
に
よ
る
事
務

処
理
制
度
の
特
例
（
自
治
法
第
２
５
２
条
の
17
の
２

第
１
項
）
に
よ
り
市
に
事
務
の
移
譲
が
な
さ
れ
、
さ

ら
に
当
該
移
譲
先
の
市
の
市
長
が
そ
の
交
付
に
係
る

権
限
を
区
長
に
委
任
し
た
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
場
合
、
市
長
に
対
し
て
審
査
請
求
が
で
き

る
の
で
す
が
（
行
審
法
第
４
条
第
４
号
）、
そ
の
裁

図表７　都道府県知事に対する審査請求の流れ

知事 市長
③審査請求

権限の委任
①保護申請

②保護拒否処分
住民 福祉事務所長
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注（
10
）
一
覧
性
確
保
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、宇
賀
克
也
『
地

方
自
治
法
概
説
〔
第
11
版
〕』（
有
斐
閣
、２
０
２
５
年
）

１
５
３
頁
以
下
参
照
。

（
11
）「
権
限
の
委
任
」
に
よ
り
権
限
が
委
任
機
関
か
ら

受
任
機
関
に
移
譲
さ
れ
、
当
該
権
限
は
受
任
機
関
の

も
の
と
な
り
、
委
任
機
関
は
当
該
権
限
を
失
う
（
宇

賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅲ
〔
第
６
版
〕』（
有
斐
閣
、

２
０
２
４
年
）
44
頁
以
下
。
な
お
、
権
限
が
移
譲
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な

い
限
り
、
委
任
機
関
は
受
任
機
関
に
対
し
、
指
揮
監

督
権
を
有
し
な
い
（
同
書
49
頁
）。

決
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
裁
決
に
対
し
て
、

知
事
に
対
し
て
再
審
査
請
求
が
で
き
（
自
治
法
第

２
５
５
条
第
２
項
）、
さ
ら
に
、
国
土
交
通
大
臣
に

対
し
再
々
審
査
請
求
も
で
き
ま
す
（
自
治
法
第

２
５
２
条
の
17
の
４
第
５
項
（
図
表
８
））。

（
３
）
法
定
自
治
事
務
に
係
る
行
審
法
第
４
条
の
例
外

こ
れ
ま
で
法
定
受
託
事
務
に
お
け
る
行
政
不
服
審

査
法
第
４
条
の
例
外
に
つ
い
て
解
説
し
て
き
ま
し
た

が
、
法
定
自
治
事
務
に
つ
い
て
も
行
審
法
第
４
条
の

例
外
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
例
外
の
一
つ
と
し
て
、
障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
市

町
村
の
介
護
給
付
費
等
又
は
地
域
相
談
支
援
給
付
費

等
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
が
あ
り
ま

す
。こ

の
場
合
、
当
該
処
分
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と

き
の
審
査
請
求
は
処
分
庁
で
あ
る
市
町
村
長
で
は
な

く
、
都
道
府
県
知
事
と
な
り
ま
す
。

【
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
】

（
審
査
請
求
）

第
97
条　

市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
又
は
地
域
相

談
支
援
給
付
費
等
に
係
る
処
分
に
不
服
が
あ
る

障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
都
道
府
県

知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２　

前
項
の
審
査
請
求
は
、
時
効
の
完
成
猶
予
及

び
更
新
に
関
し
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な

す
。

図表８　事務処理制度の特例に係わる審査請求の流れ

知事
国土交通大臣

条例による事務処理制度の特例

④再審査請求 市長

⑤再々審査請求 ③審査請求
権限の委任

①交付申請

②交付拒否
住民 区長


